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(57)【要約】
３ＧＰＰ　ＬＴＥプロトコルの強化では、ライセンス共
用アクセス（ＬＳＡ）をサポートするためのアダプティ
ブサービス品質（ＱｏＳ）レベルについて、現在のベア
ラの確立及び更新のプロビジョニングを強化することに
より、動的周波数共用システムの利益が完全に実現され
る。ユーザイクイップメント（ＵＥ）はトランシーバを
備え、トランシーバは、アダプテーションコンテキスト
を定義し、アダプテーションコンテキストに関連するデ
フォルト及び１以上の追加の許容可能なＱｏＳレベルを
定義し、定義されたアダプテーションコンテキストと追
加の許容可能なＱｏＳレベルとを指定するアダプティブ
ベアラを作成又は更新する要求を通信し、アダプティブ
ベアラについてスペクトルリソースを受信又は更新する
ように構成される。アダプティブベアラは、通信された
要求に従ってプロビジョニングされてよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサとトランシーバとを備えるユーザ機器（ＵＥ）であって、
　アダプテーションコンテキストを定義し、
　前記アダプテーションコンテキストに関連するデフォルト及び１以上の追加の許容可能
なＱｏＳレベルを定義し、
　定義された前記アダプテーションコンテキストと前記１以上の追加の許容可能なＱｏＳ
レベルとを指定するアダプティブベアラを作成又は更新する要求を通信し、
　通信された前記要求に従ってプロビジョニングされた前記アダプティブベアラについて
、スペクトルリソースを受信又は更新するように構成される、
　ＵＥ。
【請求項２】
　更に、“LICENSED　SHARED　ACCESS(0)”のアダプテーションコンテキストを定義する
ように構成される、
　請求項１に記載のＵＥ。
【請求項３】
　更に、アダプティブＱｏＳレベルパラメータを含む強化型ＱｏＳ情報属性値ペアを定義
するように構成される、
　請求項１に記載のＵＥ。
【請求項４】
　更に、アダプテーションコンテキストパラメータと、プリファレンスパラメータと、Ｑ
ｏＳクラス識別子パラメータと、保証アップロード及びダウンロードビットレートパラメ
ータと、割当て保持優先度パラメータと、追加の許容可能なＱｏＳレベルの各々について
のアダプティブＱｏＳレベル属性値ペア（ＡＶＰ）とを含むＡＶＰを定義するように構成
される、
　請求項１に記載のＵＥ。
【請求項５】
　更に、専用ベアラのＱｏＳパラメータを一連のアダプティブＱｏＳレベルで増強するこ
とにより、任意の専用ベアラを適応ベアラとみなすように構成される、
　請求項１に記載のＵＥ。
【請求項６】
　命令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶装置であって、前記命令は、ユーザイク
イップメント（ＵＥ）の１以上のプロセッサによって実行されると、前記ＵＥに、
　アダプテーションコンテキストを定義する工程と、
　前記アダプテーションコンテキストに関連するデフォルト及び１以上の追加の許容可能
なＱｏＳレベルを定義する工程と、
　定義された前記アダプテーションコンテキストと前記１以上の追加の許容可能なＱｏＳ
レベルとを指定するアダプティブベアラを作成又は更新する要求を通信する工程と、
　通信された前記要求に従ってプロビジョニングされた前記アダプティブベアラについて
、スペクトルリソースを受信又は更新する工程と、
　を実行させる、非一時的コンピュータ可読記憶装置。
【請求項７】
　更に、“LICENSED　SHARED　ACCESS(0)”のアダプテーションコンテキストを定義する
ための命令を含む、
　請求項６に記載の非一時的コンピュータ可読記憶装置。
【請求項８】
　更に、アダプティブＱｏＳレベルパラメータを含む強化型ＱｏＳ情報属性値ペアを定義
するための命令を含む、
　請求項６に記載の非一時的コンピュータ可読記憶装置。
【請求項９】
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　更に、アダプテーションコンテキストパラメータと、プリファレンスパラメータと、Ｑ
ｏＳクラス識別子パラメータと、保証アップロード及びダウンロードビットレートパラメ
ータと、割当て保持優先度パラメータと、追加の許容可能なＱｏＳレベルの各々について
のアダプティブＱｏＳレベル属性値ペア（ＡＶＰ）とを含むＡＶＰを定義するための命令
を含む、
　請求項６に記載の非一時的コンピュータ可読記憶装置。
【請求項１０】
　更に、専用ベアラのＱｏＳパラメータを一連のアダプティブＱｏＳレベルで増強するこ
とにより、任意の専用ベアラを適応ベアラとみなすための命令を含む、
　請求項６に記載の非一時的コンピュータ可読記憶装置。
【請求項１１】
　ハードウェア処理回路を備える進化型ノードＢ（ｅＮＢ）であって、
　ネットワークコアエンティティによって生成されたアダプテーションコンテキストと、
前記アダプテーションコンテキストに関連するデフォルト及び１以上の追加の許容可能な
ＱｏＳレベルとを受信し、
　前記アダプテーションコンテキストと前記１以上の追加の許容可能なＱｏＳレベルとに
従って、アダプティブベアラを生成又は更新する指示を受信し、
　受信された前記指示に従ってプロビジョニングされる前記アダプティブベアラについて
、ユーザイクイップメント（ＵＥ）に対してスペクトルリソースを割り当て又は更新する
ように構成される、
　ｅＮＢ。
【請求項１２】
　更に、“LICENSED　SHARED　ACCESS(0)”のアダプテーションコンテキストを受信する
ように構成される、
　請求項１１に記載のｅＮＢ。
【請求項１３】
　更に、アダプティブＱｏＳレベルパラメータを含む強化型ＱｏＳ情報属性値ペアを受信
するように構成される、
　請求項１１に記載のｅＮＢ。
【請求項１４】
　更に、アダプテーションコンテキストパラメータと、プリファレンスパラメータと、Ｑ
ｏＳクラス識別子パラメータと、保証アップロード及びダウンロードビットレートパラメ
ータと、割当て保持優先度パラメータと、追加の許容可能なＱｏＳレベルの各々について
のアダプティブＱｏＳレベル属性値ペア（ＡＶＰ）とを含むＡＶＰを受信するように構成
される、
　請求項１１に記載のｅＮＢ。
【請求項１５】
　更に、専用ベアラのＱｏＳパラメータを一連のアダプティブＱｏＳレベルで増強するこ
とにより、任意の専用ベアラを適応ベアラとみなすように構成される、
　請求項１１に記載のｅＮＢ。
【請求項１６】
　無線ネットワークにおけるアダプティブサービス品質（ＱｏＳ）レベルのための方法で
あって、
　許容可能なアダプティブＱｏＳレベルを示すためにユーザイクイップメント（ＵＥ）と
アプリケーション機能（ＡＦ）との間のシグナリングプロトコルを強化するステップと、
　強化された前記シグナリングプロトコルを用いて、前記ＵＥと前記ＡＦとの間で許容可
能なアダプティブＱｏＳレベル情報を伝達するステップと、
　を含む方法。
【請求項１７】
　強化された前記シグナリングプロトコルは、“LICENSED　SHARED　ACCESS(0)”のアダ



(4) JP 2017-521909 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

プテーションコンテキストを定義する、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　強化された前記シグナリングプロトコルは、アダプティブＱｏＳレベルパラメータを含
む強化型ＱｏＳ情報属性値ペアを定義する、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　強化された前記シグナリングプロトコルは、アダプテーションコンテキストパラメータ
と、プリファレンスパラメータと、ＱｏＳクラス識別子パラメータと、保証アップロード
及びダウンロードビットレートパラメータと、割当て保持優先度パラメータと、追加の許
容可能なＱｏＳレベルの各々についてのアダプティブＱｏＳレベル属性値ペア（ＡＶＰ）
とを含むＡＶＰを定義する、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　強化された前記シグナリングプロトコルは、専用ベアラのＱｏＳパラメータを一連のア
ダプティブＱｏＳレベルで増強することにより、任意の専用ベアラを適応ベアラとみなす
、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　コンピュータに請求項１６乃至２０のいずれか一項に記載の方法を実行させるプログラ
ム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のプログラムを保存したコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１４年２月に出願された米国特許出願第１４／２９３２４０号の優先権の
利益を主張し、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　実施例は、一般に、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークに関する。
１以上の実施例は、ＬＴＥネットワークでのライセンス共用アクセス（ＬＳＡ）の実装に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　音声やデータ、その他のメディア等の様々なタイプの通信コンテンツを提供するために
、無線通信システムが広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリ
ソース（例えば帯域幅や送信電力）を共用することによって複数のユーザとの通信をサポ
ートできる多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例として、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割
多元接続（ＦＤＭＡ）システム、３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）シス
テム、直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）システムが挙げられる。全ての多重ア
クセス無線通信システムは、ベアラサービス要件をサポートするための利用可能な無線ス
ペクトルへの十分なアクセスを必要とする。
【０００４】
　ライセンス共用アクセス（ＬＳＡ）は、スペクトルの不足に対処するためにライセンス
スペクトルへの協調共用アクセスを可能にすることにより、利用可能なスペクトルをより
効率的に利用できるようにする新しい革新的なフレームワークである。現在、アダプティ
ブサービス品質ＱｏＳについて３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格において提供されるプロトコルがな
い。よって、提案された動的周波数共用システムの完全な利益を実現するために、現在、
プライマリＬＴＥ周波数帯域へユーザのＬＳＡハンドオフ中に、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格に
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おけるＱｏＳの柔軟なレベルを可能にするための強化が必要である。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　図面（必ずしも縮尺通りに描かれていない）において、同じ符号は異なる図においても
同様の構成要素を記述することがある。添え字の異なる同じ符号は、同様の構成要素の異
なる例を表すことがある。図面は、一般に、本明細書で説明される様々な実施形態を、限
定としてではなく例として示す。
【図１】一部の実施形態に係る、セルラネットワークにおける動的周波数共用の例を示す
ハイレベルブロック図である。
【図２】一部の実施形態に係る、例示的なＬＳＡシステムを示すハイレベル図である。
【図３】一部の実施形態に係る、無線ネットワークのアダプティブサービス品質のハイレ
ベル概略ブロック図である。
【図４】一部の例示的な実施形態に係る、無線ネットワークのアダプティブサービス品質
を示すハイレベル概略フローチャートである。
【図５】一部の実施形態に係る、例示的な通信局の機能図である。
【図６】本明細書で論じられる１以上の技術（例えば方法）が実施され得る機械の実施例
のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下の説明及び図面は、具体的な実施形態を当業者が実施できるように十分に示す。他
の実施形態は、構造的変更、論理的変更、電気的変更、プロセスの変更その他の変更を組
み込むことができる。一部の実施形態の部分及び特徴は、他の実施形態のものに含まれて
よく、或いは置換されてよい。特許請求の範囲に記載される実施形態は、該請求項の全て
の利用可能な均等物を包含する。
【０００７】
　本明細書において、「例示的」という語は、実施例、例又は例示となることを意味する
ために用いられる。「例示的」として本明細書に記載の任意の実施形態は、必ずしも、他
の実施形態よりも好ましいか或いは有利であると解釈されるべきではない。
【０００８】
　本明細書で用いられる用語「通信局」、「基地局」、「ハンドヘルドデバイス」、「モ
バイルデバイス」、「無線デバイス」及び「ユーザイクイップメント」（ＵＥ）は、携帯
電話、スマートフォン、タブレット、ネットブック、無線端末、ラップトップコンピュー
タ、フェムトセル、高データレート（ＨＤＲ）加入者基地局、アクセスポイント、アクセ
ス端末等の無線通信デバイスや、その他のパーソナル通信システム（ＰＣＳ）デバイスを
指す。デバイスは、モバイルと固定のいずれかであってよい。
【０００９】
　本明細書で用いられる用語「アクセスポイント」は、固定の基地局であってよい。アク
セスポイントは、アクセスノード、基地局、又は当該技術分野で既知の他の同様の用語で
呼ばれてもよい。アクセス端末は、移動局、ユーザイクイップメント（ＵＥ）、無線通信
デバイス、又は当該技術分野で既知のいくつかの他の同様の用語で呼ばれてもよい。
【００１０】
　用語「放棄」、「解放」、「リターン」は、本明細書において、ＬＳＡスペクトルのそ
の既存事業者への降伏を意味するために用いられる。
【００１１】
　ＬＴＥ等のセルラネットワークにより、デバイスは他のデバイスと接続又は通信するこ
とができる。現代のＬＴＥネットワークは、ヘテロジニアスネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ
）構成で構成される大小の両方のセルを含むことができる。大小のセルの基地局（例えば
進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅ　Ｂ））は、異なる周波数帯域で動作するように構成するこ
とができる。基地局が他のデバイスと接続又は通信するためには、様々なタイプの通信コ
ンテンツに適した周波数帯域すなわちスペクトルが必要となる。
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【００１２】
　ライセンス共用アクセス（ＬＳＡ）は、利用可能なスペクトルを拡張するメカニズムを
提供することにより、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの容量を著しく強化することができる。
現在、ＬＳＡ適用について、ＬＴＥ対応スペクトル帯（例えば２．３ＧＨｚの帯域で１０
０ＭＨｚ、２．６ＧＨｚ帯域で１００＋メガヘルツ）の数が検討されている。ＬＳＡスペ
クトル共用フレームワークは強い支持を受けており、主要な無線機器ベンダー、事業者、
規制当局、政府機関や標準化団体によって早急に待ち望まれている。このフレームワーク
では、既存事業者のスペクトル保有者は、そのライセンス帯域の未使用部分に対する２次
ユーザ（すなわちネットワークオペレータ）のグループによる協調共用アクセスを可能に
する。それにより、それ以外の場合は未使用のままである無線スペクトルの大部分は、Ｌ
ＴＥネットワーク上で増え続けるトラフィック需要を満たすために、ネットワークオペレ
ータに利用可能になる。
【００１３】
　利用可能なスペクトルからより高いスループットとデータレートを引き出すための継続
的な技術革新にも関わらず、計画されたトラフィックの成長によれば、ライセンス供与の
ための利用可能なスペクトルのプールが限られており、需要の増加に合わせて拡張するこ
とができないので、モバイルブロード帯域事業者は、もはやその固定されたライセンスス
ペクトルを用いて需要を満たすことができないことが示される。ＬＳＡのフレームワーク
では、既存事業者のユーザ（１次スペクトル保有者（ＰＳＨ）としても知られる）がライ
センススペクトルの未使用部分に対する協調アクセスを２次スペクトル保有者（ＳＳＨ）
グループと共有できるようにすることにより、この制限に対処する。しかしながら、ＰＳ
Ｈはスペクトルへの排他的権利を保持し、ＳＳＨからスペクトルの返還を要求することが
できる。補足的なスペクトルを取得するためにＬＳＡフレームワークを使用する場合、Ｌ
ＴＥネットワークは、ＰＳＨによるスペクトルの再利用に潔く対応することにより、利用
可能なスペクトルの動的な性質に適応する必要がある。
【００１４】
　ＬＴＥ基地局Ｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）は、ＰＳＨによって今後の再利用が通知され
ると、ＬＳＡ帯域を解放する。短い猶予期間が与えられた場合、ｅＮＢは、その時間内に
スペクトル解放のためのステップを完了することができる。このプロセスの１つのステッ
プは、ｅＮＢに接続されたＬＴＥ　ＵＥを、ＬＳＡ帯域を通じてＬＴＥオペレータの１次
ＬＴＥ帯域に移動又はハンドオーバすることである。ＬＳＡ強化のＬＴＥシステムでは、
既存事業者によるＬＳＡ帯域の再利用時にオペレータのライセンスされた１次ＬＴＥ帯域
にＵＥをハンドオーバすることが、頻繁に起こり得る。このような頻繁なＬＳＡの再利用
の後、ｅＮＢは、追加的に利用可能なＬＳＡ周波数帯域のリソースを用いて、以前提供し
ていたのと同じＱｏＳレベルで、その確立されたベアラの全てをサポートすることができ
ないことがある。
【００１５】
　現在の３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格のサービス品質（ＱｏＳ）フレームワークは、固定された
スペクトルアクセスモデル用に設計されており、ＬＳＡに関連した動的に変化するスペク
トル可用性によって大いに挑戦されている。現在のフレームワークでは、ネットワークは
、サービスの承認を受けると、確立されたベアラ（すなわち音声／データコール）の寿命
の間ずっと、ある一定のレベルのＱｏＳを提供することが期待される。この従来の設計は
、コールアドミッション中の利用可能なスペクトルが、追加的なＬＳＡスペクトルリソー
スの頻繁な割当てと再利用を伴って動的に変化するよりも、通話の存続期間中に変わらな
いと予想されるシナリオに適している。利用可能なＬＳＡスペクトルが短期間で大幅に低
下することがあるので、ＬＳＡスペクトル再利用後に減らされたスペクトルを用いてＱｏ
Ｓレベルを変えないまま承認されたベアラを提供し続けるために、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏ
ｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）基地局は、多数の継続中のコールをドロップしたり、任意のアクセス
の優先順位の低いコールを与えないように強いられることがある。
【００１６】
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　この影響を制限するための典型的なｅＮＢのＬＳＡスペクトルの保全は、多くの場合、
スペクトルの非常に非効率的な利用に至る。しかしながら、ＬＴＥネットワークでサポー
トされている多くのアプリケーション／サービスは本質的にアダプティブであり（例えば
マルチレートビデオストリーミング）、複数のＱｏＳレベルでサポートすることができる
。したがって、十分なスペクトルが利用可能である場合にアプリケーション／サービスが
それらの最も好ましいＱｏＳレベルを得られるので、ＬＳＡを展開するＬＴＥネットワー
クではアダプティブマルチレベルＱｏＳのサポートが必要となる。また、ネットワークは
、スペクトルの可用性が低下すると、ＱｏＳをサポート可能なレベルに優雅に適応させ、
優先度の低いコールについてはアクセスを完全にドロップしたり制限したりする必要性を
最小限に抑えることができる。また、アプリケーションは、それらのＱｏＳに対する予測
可能な調整だけでなく、承認とコール継続性のより高い確率を得ることにより、アダプテ
ィブＱｏＳレベルの恩恵を受ける。
【００１７】
　現在の３ＧＰＰ　ＬＴＥ仕様は、アダプティブマルチレベルＱｏＳのためのシグナリン
グとプロトコルサポートを提供していない。したがって、ＬＴＥネットワークにおいてＬ
ＳＡによって導入されたＱｏＳプロビジョニングの課題に対処するために、アダプティブ
ＱｏＳサポートをＬＴＥ　ＱｏＳフレームワークに組み込むことができる方法が必要であ
る。
【００１８】
　無線ネットワークのためのアダプティブサービス品質は、３ＧＰＰ　ＬＴＥネットワー
クにおいてＬＳＡ展開に非常に適するアダプティブＱｏＳモデルを組み込むことにより、
現在の３ＧＰＰ　ＬＴＥのＱｏＳフレームワークを強化する。よい具体的には、現在のＱ
ｏＳモデルを、ＱｏＳアダプティブ専用ベアラとＱｏＳアダプティブベアラのネットワー
ク中心及び／又はＵＥ開始のプロビジョニングをサポートするように強化することにより
、ＬＴＥオペレータは、アドミッション制御と及びリソース割当ての間に、追加のフレキ
シビリティを用いて、ＬＳＡスペクトルの利用をより良好に最適化することができる。図
１～６において詳述する。
【００１９】
　図１は、セルラネットワークにおける動的ＬＳＡ周波数共用の例を示すハイレベルブロ
ック図を示す。図１は、追加的なＬＳＡ周波数帯域１０６からスペクトルを受け取り或い
はスペクトルを返す（矢印１０４）１次（レガシー）ＬＴＥ帯域１０２を含むシステム１
００の例を示す。１次ＬＴＥ帯域１０２は、時分割複信（ＴＤＤ）帯域１０８又は周波数
分割複信（ＦＤＤ）帯域１１０を含んでよい。追加的なＬＳＡ周波数帯域１０６からの追
加のスペクトルは、ＴＤＤ帯域又はＦＤＤ帯域であってもよい。
【００２０】
　図２は、例示的な従来のライセンス共用アクセス（ＬＳＡ）システム２００を示すハイ
レベル図を示す。従来のＬＳＡシステムでは、既存事業者２０１ａ～ｃは、元のスペクト
ル所有者である。ＬＳＡリポジトリ２０３は、スペクトル共用のスペクトル可用性と短期
的側面に関する情報を含むデータベースである。ＬＳＡリポジトリ２０３は、ＬＳＡコン
トローラ２０５に通信可能に結合される。ＬＳＡコントローラ２０５は、情報管理を行い
、ＬＳＡリポジトリ２０３のデータベースの内容をＬＳＡ周波数ライセンシーのスペクト
ルアクセス条件に変換する。一方、オペレータ運営管理（ＯＡ＆Ｍ）２０７は、ネットワ
ークオペレータのネットワークの運営、運用及び管理を提供する。ＯＡ＆Ｍ２０７は、ユ
ーザイクイップメント２１１にサービス提供するネットワークオペレータのｅＮＢ（或い
は基地局）２０９ａ，２０９ｂのための、制限された短期的な追加スペクトルを管理する
。
【００２１】
　図３は、アダプティブＱｏＳレベルを組み込むことによって現在のＬＴＥ　ＱｏＳモデ
ルを強化する一部の実施形態に係る、無線ネットワーク３００のアダプティブサービス品
質のハイレベル概略ブロック図である。専用ベアラ３０２のチャネルは、１次データ又は
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音声通信を搬送する。現在のＬＴＥ　ＱｏＳモデルは、保証ビットレート（ＧＢＲ）ベア
ラ３０６か非ＧＢＲベアラ３０４のいずれかのみをサポートする。ＧＢＲサービスデータ
フロー（ＳＤＦ）ベアラのＱｏＳレベルは、ＱｏＳクラス識別子（ＱＣＩ）、割当て及び
保存優先度（ＡＲＰ）、ダウンロード（ＤＬ）とアップロード（ＵＬ）のための保証ビッ
トレート等の、パラメータの組合わせによって定義される。非ＧＢＲ　ＳＤＦベアラは、
ＱＣＩ及びＡＲＰのパラメータ値のみを受け入れる。この既存のＱｏＳフレームワークに
対する新規の強化は、新しいタイプの専用ベアラ、すなわちアダプティブベアラ３０８を
含む。
【００２２】
　ＱｏＳパラメータを一連のアダプティブＱｏＳレベル３１４を用いて増大させることに
より、任意の専用ベアラをアダプティブベアラとみなすことができるので、現在の３ＧＰ
Ｐ規格における既存のＱｏＳメッセージング構造を大きく変更する必要はない。デフォル
トのＱｏＳパラメータ３１２がベアラの最も望ましいＱｏＳレベルを定義する一方、アダ
プティブＱｏＳレベル３１４はアダプティブベアラ３０８に受け入れられる追加のＱｏＳ
レベルである。各アダプティブレベル３１４は、関連するパラメータの嗜好やアダプテー
ションコンテキスト３１０を備える。デフォルトのＱｏＳレベル３１２が最も好ましいレ
ベルのパラメータのままである一方、アダプティブＱｏＳレベル３１４のプリファレンス
値は、アダプティブベアラ３０８のアダプテーションコンテキスト３１０内のアダプティ
ブベアラ３０８の望ましさを区別する。アダプティブベアラのアダプテーションコンテキ
ストは、関連するＱｏＳレベルが適用可能であるシナリオを表す。例えば、特定のＱｏＳ
レベルは、サービングｅＮＢ２０９がＬＳＡに対応している場合にのみ適用可能なアダプ
テーションコンテキストとしてＬＳＡに関連付けられてよい。
【００２３】
　アダプティブベアラ３０８は、ネットワークコアによって指示されるようにプロビジョ
ニングされてよい。ネットワーク中心のプロビジョニングにおける進化型パケットシステ
ム（ＥＰＳ）ネットワークコアのポリシー及び課金制御（ＰＣＣ）フレームワークは、要
求がベアラ確立／変更のために到達したときにアダプティブＱｏＳに関するポリシーを適
用するために、アダプティブＱｏＳに関するポリシーを定義及び記憶する。これらのＱｏ
Ｓポリシーは、アダプティブＱｏＳレベルが特定のタイプのサービス、或いは特定のタイ
プの加入者にのみ適用されてよいことを指示してよい。また、ＱｏＳポリシーは、アダプ
ティブＱｏＳレベル３１４と関連するＬＳＡ等のアダプテーションコンテキストを定義し
てもよい。
【００２４】
　アダプティブベアラ３０８は、ＵＥ２１１からの明示的な要求に応答してプロビジョニ
ングされてもよい。ＵＥは、アプリケーションシグナリングを用いて、ＵＥ２１１がその
要求されたＳＤＦに対して受け入れようとする追加のＱｏＳレベル３１４を示すことがで
きる。ＵＥとアプリケーション機能（ＡＦ）との間のアプリケーションシグナリングプロ
トコルは、この追加の許容可能なアダプティブＱｏＳレベル３１４情報を伝達するように
強化されてよい。次いで、ＡＦは、これらの追加のＱｏＳレベルパラメータ３１０をポリ
シー及び課金ルール機能（ＰＣＲＦ）に転送することができる。ＰＣＲＦにおけるＱｏＳ
パラメータ３１０のマッピング及びルール生成アルゴリズムの強化は、受信したＡＦメッ
セージからこれらのＱｏＳパラメータ３１０を抽出する。ＰＣＲＦは、ポリシー及び課金
実施機能（ＰＣＥＦ）に向けられたＰＣＣルールを生成及びプロビジョニングするとき、
通信されたＱｏＳパラメータ３１０を考慮する。
【００２５】
　強化されたＱｏＳモデルを利用するためには、ＥＰＳネットワークコア及び進化型ユニ
バーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）内のエン
ティティは、強化されたメッセージ構造を用いて必要に応じて該エンティティ間でアダプ
ティブＱｏＳレベルパラメータ情報３１０を通信する。例えば、ＰＣＲＦ及びＰＣＥＦは
、通信のために直径プロトコルを用いる。ＱｏＳ情報属性値ペア（ＡＶＰ）は、確立又は
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変更されるアダプティブベアラ３０８に関連するＱｏＳパラメータ３１０を搬送するため
に用いられる。３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２１２における現在のＱｏＳ情報ＡＶＰは、以下の
ように、太字で示したアダプティブＱｏＳレベルパラメータをＱｏＳ情報ＡＶＰヘッダに
追加することにより、アダプティブＱｏＳモデルを組み込むように強化される。
【００２６】
【数１】

　同様に、タイプ「グループ化」のアダプティブＱｏＳレベル直径ＡＶＰは、以下に太字
で示されるように、インターネットプロトコル接続アクセスネットワーク（ＩＰ－ＣＡＮ
）ベアラにとって許容可能なアダプティブＱｏＳレベルについての情報を伝達する。
【００２７】

【数２】

Adaptation-Context　AVPはタイプEnumeratedのものであってよい。このＡＶＰに対して
、ＬＳＡ固有のシナリオを示すために、LICENSED_SHARED_ACCESS(0)値を定義することが
できる。このリストは必要に応じて拡張されてよい。プリファレンスＡＶＰは、タイプIn
tegerのものであってよい。
【００２８】
　ＰＣＲＦは、サービングゲートウェイ／モビリティ管理エンティティ（Ｓ－ＧＷ／ＭＭ
Ｅ）に向けられたCreate　Bearerメッセージ又はUpdate　Bearerメッセージを構築する間
にＰＣＥＦが考慮するAdaptive-QoS-Level　AVPを含むＱｏＳ情報を有するＰＣＣルール
を、ＰＣＥＦに提供する。これらのメッセージ交換において、タイプ“Bearer　QoS”のB
earer　Level　QoSフィールドは、ＱｏＳパラメータを伝達する。これらの強化された３
ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７４のBearer　Level　QoSフィールドは、以下の表１に太字で示さ
れる。
【００２９】
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【表１】

　アダプティブＱｏＳレベルのリストは、表１のNumber　of　Adaptive　QoS　Levelsパ
ラメータの値が０より大きい場合に表示される。アダプティブＱｏＳレベルのリストは、
表２で定義されるオクテットのグループを含む。
【００３０】

【表２】

　ベアラ確立／変更プロセスを続けるとき、ＭＭＥとｅＮＢ２０９との間の通信は、ＳＩ
アプリケーションプロトコル（ＳＩＡＰ）を用いる。ＱｏＳ情報は、表３に太字で示され



(11) JP 2017-521909 A 2017.8.3

10

20

30

40

るように、アダプティブベアラをサポートするための３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４１３への強
化を有するEnhanced　Radio　Access　Bearer（Ｅ－ＲＡＢ）レベルのＱｏＳパラメータ
情報エンティティ（ＩＥ）を介して交換される。
【００３１】
【表３】

　アダプティブＱｏＳ情報ＩＥは、アダプティブベアラに関連するアダプティブＱｏＳレ
ベルのためのＱｏＳパラメータを記述し、以下の表４で定義される。
【００３２】
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【表４】

　ＬＳＡに適用されるように、ｅＮＢは、アドミッション制御、Ｅ－ＲＡＢ変更及びリソ
ーススケジューリングにおいて、Ｅ－ＲＡＢによって通信されるＱｏＳ要件を用いる。ｅ
ＮＢが、許可制御中に固定された単一のＱｏＳレベルに基づいてスペクトルリソースを割
り当てる必要があり、ベアラの存続期間を通じて維持し続ける必要がある従来のＱｏＳ１
０フレームワークとは対照的に、Ｅ－ＲＡＢに関連するＬＳＡ対応サービングｅＮＢには
、ＬＳＡをサポートするようにアダプティブＥ－ＲＡＢに提供されるＱｏＳレベルを変換
する強化された能力が提供される。
【００３３】
　ＬＳＡ対応ｅＮＢの多くのリソース管理機能は、無線ネットワーク用のアダプティブＱ
ｏＳによって強化される。ｅＮＢは、アダプティブＥ－ＲＡＢのＱｏＳを、アダプテーシ
ョンコンテキストとしてＬＳＡを指定する関連するＱｏＳレベルの１つに調整することに
より、ＬＳＡスペクトル再利用によって引き起こされるリソース不足を緩和することがで
きる。一方、Ｅ－ＲＡＢがアダプティブでない場合、受諾制御中に固定されたＱｏＳレベ
ルを提供するために利用可能なスペクトルがない場合は、ｅＮＢは完全にベアラをドロッ
プする可能性がある。新たな追加のＬＳＡスペクトルを受信するｅＮＢは、過去のＬＳＡ
再利用のために以前ダウングレードされたアダプティブＥ－ＲＡＢのＱｏＳレベルのアッ
プグレードに優先順位をつけることができる。ｅＮＢは、アダプティブＥ－ＲＡＢに提供
される現在のＱｏＳレベルを追跡し、これらのＱｏＳレベルを適応させる度にＭＭＥを更
新することができる。更に、ｅＮＢがアダプティブＱｏＳレベルをサポートする場合、ｅ
ＮＢアドミッション制御決定が改善される。なぜなら、ＬＳＡスペクトルが再利用された
ときに要求されたＱｏＳレベルがサポートされないという理由で非アダプティブＥ－ＲＡ
Ｂを全く承認しないことを決定するのではなく、ｅＮＢはアダプティブＱｏＳフレキシビ
リティを有するＥ－ＲＡＢをアドミットすることを選択する可能性があるからである。
【００３４】
　図４は、例示的な実施形態に係る、無線ネットワークのためのアダプティブＱｏＳサー
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ビスのための方法４００を示すハイレベル概略フローチャートである。アダプティブＱｏ
Ｓプロセスは、アダプテーションコンテキストを定義することによって工程４０２から始
まる。アダプテーションコンテキストは、様々な許容可能なＱｏＳレベルに従う柔軟なＱ
ｏＳ需要を有するアプリケーション又はサービスを定義する。一部の実施形態では、サー
ビングｅＮＢ２０９がＬＳＡに対応している場合、ＬＳＡアダプテーションコンテキスト
を定義し、許容可能なＱｏＳレベルと関連付けることができる。制御は工程４０４に進む
。
【００３５】
　工程４０４では、要求されたデフォルトレベルと、追加の許容可能なＱｏＳレベルのリ
ストが定義される。許容可能なＱｏＳレベルのリストは、アダプテーションコンテキスト
、プリファレンス、ＱＣＩ、ＡＲＰ及びビットレートパラメータを含んでよい。一部の実
施形態では、アダプティブＱｏＳレベルのリストは、表２に定義されたオクテットのグル
ープを含む。制御は工程４０６に進む。
【００３６】
　工程４０６では、動作４０２と４０４でそれぞれ定義されたアダプテーションコンテキ
ストと許容可能なＱｏＳレベルのリストを有するアダプティブベアラを作成又は確立する
要求が通信される。次に、要求されたアダプティブベアラのためのスペクトルリソースが
工程４０８で受信される。
【００３７】
　図５は、一部の実施形態に係る例示的な通信局５００の機能図を示す。一実施形態では
、図５は、一部の実施形態に係る、ｅＮＢ２０９又はＵＥ２１１（図２）としての使用に
適する通信局の機能ブロック図を示す。また、通信局５００は、ハンドヘルドデバイス、
モバイルデバイス、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ネットブック、無線端末、
ラップトップコンピュータ、フェムトセル、ハイデータレート（ＨＤＲ）加入者局、アク
セスポイント、アクセス端末その他のパーソナル通信システム（ＰＣＳ）デバイスとして
の使用に適してもよい。
【００３８】
　通信局５００は、１以上のアンテナ５０１を用いて他の通信局と信号を送受信するため
のトランシーバ５１０を有する物理層回路５０２を備えてよい。また、物理層回路５０２
は、無線媒体へのアクセスを制御するための媒体アクセス制御（ＭＡＣ）回路５０４を備
えてもよい。また、通信局５００は、本明細書に記載の工程を実行するように構成された
処理回路５０６及びメモリ５０８を備えてもよい。一部の実施形態では、物理層回路５０
２及び処理回路５０６は、図３及び４に詳述された工程を実行するように構成されてよい
。
【００３９】
　一部の実施形態によれば、ＭＡＣ回路５０４は、無線媒体と競合し、無線媒体を介して
通信するためのフレーム又はパケットを構成するように構成されてよく、物理層回路５０
２は、信号を送信及び受信するように構成されてよい。物理層回路５０２は、変調／復調
、アップコンバージョン／ダウンコンバージョン、フィルタリング、増幅等のための回路
を含んでよい。一部の実施形態では、通信局５００の処理回路５０６は、１以上のプロセ
ッサを含んでよい。一部の実施形態では、２以上のアンテナ５０１は、信号を送信及び受
信するように構成された物理層回路５０２に結合されてよい。メモリ５０８は、メッセー
ジフレームを構成及び送信し、本明細書に記載の様々な工程を実行するための工程を実行
するように、処理回路５０６を構成するための情報を記憶してよい。メモリ５０８は、機
械（例えばコンピュータ）によって読み取り可能な形式で情報を記憶するための、非一時
的メモリ等の任意のタイプのメモリを含んでよい。例えば、メモリ５０８は、コンピュー
タ可読記憶装置、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
磁気ディスク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリ装置その他の記憶装置及び媒体
を含んでよい。
【００４０】



(14) JP 2017-521909 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

　一部の実施形態では、通信局５００は携帯無線通信装置の一部であってよく、携帯無線
通信装置の例としては、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、無線通信機能を備
えたラップトップ又はポータブルコンピュータ、ウェブタブレット、無線電話、スマート
フォン、無線ヘッドセット、ページャ、インスタントメッセージングデバイス、デジタル
カメラ、アクセスポイント、テレビ、医療機器（心拍数モニタ、血圧計等）その他の、無
線で情報を受信及び／又は送信することのできるデバイスが挙げられる。
【００４１】
　一部の実施形態では、通信局５００は１以上のアンテナ５０１を含んでよい。アンテナ
５０１は、例えば、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、パッチアンテナ、ループ
アンテナ、マイクロストリップアンテナその他の、ＲＦ信号の送信に適した他のタイプの
アンテナを含む、１以上の指向性又は無指向性アンテナを含んでよい。一部の実施形態で
は、２以上のアンテナの代わりに、複数の開口を有する単一のアンテナが用いられてよい
。このような実施形態では、各開口は別個のアンテナとみなすことができる。一部の多入
力多出力（ＭＩＭＯ）の実施形態では、アンテナは、空間ダイバーシティと、アンテナの
各々と送信局のアンテナとの間に生じる可能性がある異なるチャネル特性に関して、効果
的に分離されてもよい。
【００４２】
　一部の実施形態では、通信局５００は、キーボード、ディスプレイ、不揮発性メモリポ
ート、複数のアンテナ、グラフィクスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、スピー
カその他のモバイルデバイス要素のうちの１以上を備えてよい。ディスプレイは、タッチ
スクリーンを含むＬＣＤスクリーンであってよい。
【００４３】
　通信局５００はいくつかの別個の機能要素を有するものとして示されているが、２以上
の機能要素が組み合わされてよく、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）を含む処理要素等
のソフトウェア構成要素及び／又は他のハードウェア要素の組み合わせによって実施され
てよい。例えば、一部の要素は、１以上のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、無線周波数
集積回路（ＲＦＩＣ）、及び、少なくとも本明細書に記載の機能を実行するための様々な
ハードウェア及び論理回路の組合わせを含んでよい。一部の実施形態では、通信局５００
の機能要素は、１以上の処理要素で動作する１以上のプロセスを指してよい。
【００４４】
　実施形態は、ハードウェア、ファームウェア及びソフトウェアの１つ又は組合わせで実
施されてよい。また、実施形態は、本明細書に記載の工程を実行する少なくとも１つのプ
ロセッサによって読み取られ実行される、コンピュータ可読記憶装置に記憶された命令と
して実施されてもよい。コンピュータ可読記憶装置は、機械（例えばコンピュータ）によ
って読み取り可能な形式で情報を記憶する任意の非一時的メモリ機構を含んでよい。例え
ば、コンピュータ可読記憶装置は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリ装置その他の
記憶装置及び媒体を含んでよい。一部の実施形態では、通信局５００は、１以上のプロセ
ッサを含んでよく、コンピュータ可読記憶装置メモリに記憶された命令で構成されてよい
。
【００４５】
　図６は、本明細書で論じられる技術（例えば方法）のうちの任意の１以上が実行され得
る機械６００の一例のブロック図を示す。代替の実施形態では、機械６００は、スタンド
アロン装置として動作してよく、或いは他の機械に接続（例えばネットワーク接続）され
てもよい。ネットワーク化された配備では、機械６００は、サーバ機械、クライアント機
械、或いはサーバ－クライアントネットワーク環境の両方の能力で動作することができる
。一例では、機械６００はピアツーピア（Ｐ２Ｐ）（又は他の分散型）ネットワーク環境
においてピア機械として動作することができる。機械６００は、パーソナルコンピュータ
（ＰＣ）、タブレットＰＣ、セットトップボックス（ＳＴＢ）、パーソナルデジタルアシ
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スタント（ＰＤＡ）、携帯電話、ウェブアプライアンス、ネットワークルータ、スイッチ
又はブリッジ、或いは、基地局のような、その機械が取るべき動作を指定する命令（シー
ケンシャルその他）を実行することができる任意の機械であってよい。更に、単一の機械
のみが図示されているが、「機械」という用語は、クラウドコンピューティング、Ｓａａ
Ｓ（Software　as　a　Service）、その他のコンピュータクラスタ構成等、本明細書で論
じる方法のうちの１以上を実行するための命令のセット（又は複数のセット）を個別に、
或いは共同して実行する機械の集合を含むものとする。
【００４６】
　本明細書に記載の例は、ロジック又は複数の構成要素、モジュール若しくは機構を含む
ことができ、或いはそれらで動作することができる。モジュールは、動作時に特定の動作
を実行することができる有形の実体（例えばハードウェア）である。モジュールはハード
ウェアを含む。一例において、ハードウェアは、具体的には、特定の動作（例えばハード
ワイヤード）を実行するように構成されてよい。別の例では、ハードウェアは、構成可能
な実行ユニット（トランジスタ、回路等）と、命令を含むコンピュータ可読媒体とを含ん
でよい。命令は、動作中に特定の動作を実行するように実行ユニットを構成する。構成は
、実行ユニット又はローディング機構の指示の下で行うことができる。したがって、実行
ユニットは、デバイスが動作しているときにコンピュータ可読媒体に通信可能に結合され
る。この例では、実行ユニットは２以上のモジュールのメンバーであってよい。例えば、
動作中に、実行ユニットは、ある時点で第１のモジュールを実施するための第１の命令セ
ットによって構成され、第２の時点で第２のモジュールを実施するための第２の命令セッ
トによって再構成される。
【００４７】
　機械（例えばコンピュータシステム）６００は、ハードウェアプロセッサ６０２（例え
ば中央処理装置（ＣＰＵ）、グラフィクス処理装置（ＧＰＵ）、ハードウェアプロセッサ
コア、或いはそれらの任意の組合わせ）、メインメモリ６０４及び静的メモリ６０６を含
み、それらの一部又は全部は、相互リンク（例えばバス）６０８を介して互いに通信する
ことができる。機械６００は更に、電力管理装置６３２、グラフィック表示装置６１０、
英数字入力装置６１２（例えばキーボード）及びユーザインタフェース（ＵＩ）ナビゲー
ション装置６１４（例えばマウス）を含んでよい。一例では、グラフィックス表示装置６
１０、英数字入力装置６１２及びＵＩナビゲーション装置６１４は、タッチスクリーンデ
ィスプレイであってよい。機械６００は更に、記憶装置（すなわち駆動ユニット）６１６
、信号生成装置６１８（例えばスピーカ）、アンテナ６３０に結合されたネットワークイ
ンタフェース装置／トランシーバ６２０、１以上のセンサ６２８（全地球測位システム（
ＧＰＳ）センサ、コンパス、加速度計その他のセンサ）を含んでよい。機械６００は、シ
リアル（例えばユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ））、パラレル又は他の有線若しくは
無線（赤外線（ＩＲ）、近距離通信（ＮＦＣ）等）接続のような、１以上の周辺機器（プ
リンタ、カードリーダ等）と通信するか或いは制御する出力コントローラ６３４を含んで
よい。
【００４８】
　記憶装置６１６は、本明細書に記載の技術若しくは機能のうちの任意の１以上によって
具体化若しくは利用されるデータ構造又は命令６２４（例えばソフトウェア）の１以上の
セットが記憶される機械可読媒体６２２を含んでよい。命令６２４はまた、機械６００に
よる実行中に、メインメモリ６０４内、静的メモリ６０６内又はハードウェアプロセッサ
６０２内に、完全に、或いは少なくとも部分的に、存在してよい。一例では、ハードウェ
アプロセッサ６０２、メインメモリ６０４、静的メモリ６０６及び記憶装置６１６の１つ
又は任意の組合わせが、機械可読媒体を構成してよい。
【００４９】
　機械可読媒体６２２は単一の媒体として示されているが、「機械可読媒体」という用語
は、１以上の命令６２４を記憶するように構成された単一の媒体又は複数の媒体（例えば
集中型又は分散型のデータベース、並びに／又は関連するキャッシュ及びサーバ）を含ん
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でよい。
【００５０】
　「機械可読媒体」という用語は、機械６００による実行のための命令であって機械６０
０に本開示の技術のいずれか１以上を実行させる命令を記憶、符号化又は搬送することが
でき、或いは、そのような命令によって用いられるか或いはそれらに関連するデータ構造
を記憶、符号化又は搬送することができる、任意の媒体を含んでよい。非限定的な機械可
読媒体の例として、固体メモリや光学媒体、磁気媒体を挙げられる。一例では、質量機械
可読媒体は、静止質量を有する複数の粒子を有する機械可読媒体を含む。質量機械可読媒
体の具体的な例として、半導体メモリデバイス（例えば、電気的プログラマブル読み出し
専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）や電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰ
ＲＯＭ））やフラッシュメモリデバイス等の不揮発性メモリ、内蔵ハードディスクやリム
ーバブルディスク等の磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭデ
ィスクが挙げられる。
【００５１】
　命令６２４は更に、伝送媒体を用いて、複数の転送プロトコル（フレームリレー、イン
ターネットプロトコル（ＩＰ）、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデータグラムプ
ロトコル（ＵＤＰ）、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）等）の任意の１つを
利用するネットワークインタフェースデバイス／トランシーバ６２０を介して、通信ネッ
トワーク６２６を介して送信又は受信されてよい。通信ネットワークの例としては、中で
も、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、パ
ケットデータネットワーク（例えばインターネット）、携帯電話ネットワーク（例えばセ
ルラネットワーク）、プレインオールド電話（ＰＯＴＳ）ネットワーク、無線データネッ
トワーク（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）として既知の電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ
）８０２．１１ファミリーの規格、ＷｉＭａｘ（登録商標）として既知のＩＥＥＥ８０２
．１６ファミリーの規格）、ＩＥＥＥ８０２．１５．４ファミリーの規格、ピアツーピア
（Ｐ２Ｐ）ネットワーク等が挙げられる。一例では、ネットワークインタフェースデバイ
ス／トランシーバ６２０は、通信ネットワーク６２６に接続するために、１以上の物理ジ
ャック（例えばイーサネット（登録商標）、同軸又は電話ジャック）或いは１以上のアン
テナを含んでよい。一例では、ネットワークインタフェースデバイス／トランシーバ６２
０は、単一入力複数出力（ＳＩＭＯ）技術、複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）技術及び複数
入力単一出力（ＭＩＳＯ）技術のうちの少なくとも１つを用いて無線で通信するための複
数のアンテナを含んでよい。「伝送媒体」という用語は、機械６００による実行のための
命令を記憶、符号化又は搬送することができる任意の無形媒体を含むと解釈されるもので
あり、係るソフトウェアの通信を容易にするデジタル又はアナログ通信信号その他の無形
媒体を含む。
【００５２】
　一実施形態では、プロセッサ及びトランシーバを備えるＵＥは、アダプテーションコン
テキストを定義し、アダプテーションコンテキストに関連するデフォルト及び１以上の追
加の許容可能なＱｏＳレベルを定義し、定義されたアダプテーションコンテキスト、デフ
ォルトのパラメータ及び追加の許容可能なＱｏＳレベルを指定するアダプティブベアラを
作成又は更新する要求を通信し、通信された要求に従ってプロビジョニングされたアダプ
ティブベアラのためのスペクトルリソースを受信又は更新するように構成される。
【００５３】
　別の実施形態では、非一時的なコンピュータ可読記憶装置は、その上に記憶された命令
を含む。該命令は、機械に実行されると、該機械に、アダプテーションコンテキストを定
義する工程と、アダプテーションコンテキストに関連するデフォルト及び１以上の追加の
許容可能なＱｏＳレベルを定義する工程と、定義されたアダプテーションコンテキスト、
デフォルトのパラメータ及び追加の許容可能なＱｏＳレベルを指定するアダプティブベア
ラを作成又は更新する要求を通信する工程と、通信された要求に従ってプロビジョニング
されたアダプティブベアラのためのスペクトルリソースを受信又は更新する工程と、を実
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行させる。
【００５４】
　更に別の実施形態では、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）は、アダプテーションコンテキスト
と、ネットワークコアエンティティによって生成されたアダプテーションコンテキストに
関連するデフォルト及び１以上の追加の許容可能なＱｏＳレベルとを受信し、アダプテー
ションコンテキストと追加の許容可能なＱｏＳレベルとに応じたアダプティブベアラを生
成又は更新する指示を受信し、受信した指示に従ってプロビジョニングされたアダプティ
ブベアラについて、スペクトルリソースをユーザイクイップメント（ＵＥ）に対して割り
当てるか更新するように構成される。
【００５５】
　別の実施形態では、無線ネットワークにおけるアダプティブサービス品質（ＱｏＳ）レ
ベルをサポートする方法は、許容可能なアダプティブＱｏＳレベルを示すためにユーザイ
クイップメント（ＵＥ）とアプリケーション機能（ＡＦ）との間のシグナリングプロトコ
ルを拡張するステップと、拡張されたシグナリングプロトコルを用いて、ＵＥとＡＦとの
間で許容可能なデフォルト及びアダプティブＱｏＳレベル情報を伝達するステップと、を
含む。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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